
 

（１号認定子ども）       平成３０年度保育料 

 

 

 （単位：円・月額）  

 区分 階層 保育料  

 生活保護世帯 １ ０   

 
市町村民税非課税・均等割額のみ課税世帯 ２ ２,１００ （   ,  ０） 

 

 市町村民税課税世帯 
（均等割のみ課税となる世帯を除く。） 

３ ６,６００ （  ３,３００） 
 

 ◆２階層および３階層の世帯で、ひとり親世帯、障害者同居世帯等の場合  

 市町村民税非課税・均等割額のみ課税世帯 ２減 ０   

 市町村民税課税世帯で所得割課税額が 
77,10１円未満の世帯 

３減 ２,１００ （   ,  ０） 
 

   
 ※保育料額は、４月１日現在の年齢を基準とします。  

 ※保育料額の左記は１人目（基準額）、右記（ ）書きは２人目（半額）です。  

 ※支給認定保護者と生計を同じくするきょうだいの年齢にかかわらず、第１子が基準額、第２子が 
半額、第３子以降が無料です。 

 

 ※保育料とは別に、給食費や教材費、行事費など実費徴収や上乗せ徴収する施設があります。  

 ※子ども・子育て支援制度に移行していない私立幼稚園の保育料額は、施設で設定します。  

 ※市立幼稚園の保育料は、市条例により別途定められています。  

 ※預かり保育を利用したときは、別途預かり保育料がかかる場合があります。  

   

 

 

 

 

 

  



 

（２・３号認定子ども）     平成３０年度保育料 

 

 

 ① 保育所、認定こども園、地域型保育事業所（里・下甑保育園を除く）  

   

  上段 第１子「徴収基準額」  
 （下段） 第２子（基準額の半額）  

 （単位：円・月額）  

 
区  分 階層 

満３歳以上子ども 

（２号認定子ども） 

満３歳児未満子ども 

（３号認定子ども） 

 

 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間  

 生活保護世帯 Ａ ０ ０ ０ ０  
 

市町村民税非課税世帯 Ｂ０１ 
４,５００ ４,５００ ６,７００ ６,７００  

 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
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48,600 円未満 Ｃ０１ 
１１,５００ １１,４００ １３,６００ １３,４００  

 （  ５,７５０） （  ５,７００） （  ６,８００） （  ６,７００）  
 48,600 円以上 

Ｄ０１’ 
１８,９００ １８,６００ ２１,０００ ２０,７００  

 57,700 円未満 （  ９,４５０） （  ９,３００） （ １０,５００） （ １０,３５０）  
 57,700 円以上 

Ｄ０１ 
１８,９００ １８,６００ ２１,０００ ２０,７００  

 97,000 円未満 （  ９,４５０） （  ９,３００） （ １０,５００） （ １０,３５０）  
 97,000 円以上 

Ｄ０２ 
２５,７００ ２５,３００ ２７,８００ ２７,４００  

 121,000 円未満 （ １２,８５０） （ １２,６５０） （ １３,９００） （ １３,７００）  
 121,000 円以上 

Ｄ０３ 
３１,１００ ３０,６００ ３３,３００ ３２,８００  

 169,000 円未満 （ １５,５５０） （ １５,３００） （ １６,６５０） （ １６,４００）  
 169,000 円以上 

Ｄ０４ 
３７,７００ ３７,１００ ３９,６００ ３９,０００  

 301,000 円未満 （ １８,８５０） （ １８,５５０） （ １９,８００） （ １９,５００）  
 301,000 円以上 

Ｄ０５ 
４２,３００ ４１,６００ ４４,０００ ４３,３００  

 397,000 円未満 （ ２１,１５０） （ ２０,８００） （ ２２,０００） （ ２１,６５０）  
 

397,000 円以上 Ｄ０６ 
４５,４００ ４４,７００ ４６,８００ ４６,１００  

 （ ２２,７００） （ ２２,３５０） （ ２３,４００） （ ２３,０５０）  

 ◆Ｂ０１階層、Ｃ０１階層およびＤ０１階層の世帯で、ひとり親世帯、障害者同居世帯等の場合  

 市町村民税非課税世帯 Ｂ０１減 ０ ０ ０ ０  
 

★ 

48,600 円未満 Ｃ０１減 
４,０００ ４,０００ ６,０００ ６,０００  

 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
 48,600 円以上 

Ｄ０１減’ 
４,５００ ４,５００ ６,７００ ６,７００  

 57,700 円未満 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
 57,700 円以上 

Ｄ０１減 
４,５００ ４,５００ ６,７００ ６,７００  

 77,101 円未満 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
   
 ※保育料額は、４月１日現在の年齢を基準とします。  

 ※支給認定保護者と生計を同じくするきょうだいの年齢にかかわらず、第１子が基準額、第２子 
が半額、第３子以降が無料です。 

 

 ※保育料とは別に、教材費や行事費など実費徴収や上乗せ徴収する保育施設があります。  

 ※支給認定された保育必要量（保育標準時間・保育短時間）の時間帯を超えて利用する場合は、 
別途延長保育料がかかることがあります。 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 ② 里保育園・下甑保育園  

   

  上段 第１子「徴収基準額」  
 （下段） 第２子（基準額の半額）  

 （単位：円・月額）  

 
区  分 階層 

満３歳以上子ども 

（２号認定子ども） 

満３歳児未満子ども 

（３号認定子ども） 

 

 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間  

 生活保護世帯 １ ０ ０ ０ ０  
 

市町村民税非課税世帯 ２ 
２,９００ ２,９００ ４,３００ ４,３００  

 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
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48,600 円未満 ３ 
７,４００ ７,３００ ８,８００ ８,６００  

 （  ３,７００） （  ３,６５０） （  ４,４００） （  ４,３００）  
 48,600 円以上 

 ４’ 
１２,２００ １１,９００ １３,６００ １３,３００  

 57,700 円未満 （  ６,１００） （  ５,９５０） （  ６,８００） （  ６,６５０）  
 57,700 円以上 

４ 
１２,２００ １１,９００ １３,６００ １３,３００  

 97,000 円未満 （  ６,１００） （  ５,９５０） （  ６,８００） （  ６,６５０）  
 97,000 円以上 

５ 
１６,７００ １６,３００ １８,０００ １７,６００  

 121,000 円未満 （  ８,３５０） （  ８,１５０） （  ９,０００） （  ８,８００）  
 121,000 円以上 

６ 
２０,２００ １９,７００ ２１,６００ ２１,１００  

 169,000 円未満 （ １０,１００） （  ９,８５０） （ １０,８００） （ １０,５５０）  
 169,000 円以上 

７ 
２４,５００ ２３,９００ ２５,７００ ２５,１００  

 301,000 円未満 （ １２,２５０） （ １１,９５０） （ １２,８５０） （ １２,５５０）  
 301,000 円以上 

８ 
２７,４００ ２６,７００ ２８,６００ ２７,９００  

 397,000 円未満 （ １３,７００） （ １３,３５０） （ １４,３００） （ １３,９５０）  
 

397,000 円以上 ９ 
２９,５００ ２８,８００ ３０,４００ ２９,７００  

 （ １４,７５０） （ １４,４００） （ １５,２００） （ １４,８５０）  

 ◆２階層、３階層および４階層の世帯で、ひとり親世帯、障害者同居世帯等の場合  

 市町村民税非課税世帯 ２減 ０ ０ ０ ０  
 

● 

48,600 円未満 ３減 
２,５００ ２,５００ ３,５００ ３,５００  

 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
 48,600 円以上 

４減’ 
２,５００ ２,５００ ３,５００ ３,５００  

 57,700 円未満 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
 57,700 円以上 

４減 
２,５００ ２,５００ ３,５００ ３,５００  

 77,101 円未満 （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０） （   ,  ０）  
   
 ※保育料額は、４月１日現在の年齢を基準とします。  

 ※支給認定保護者と生計を同じくするきょうだいの年齢にかかわらず、第１子が基準額、第２子 
が半額、第３子以降が無料です。 

 

 ※保育料とは別に、教材費や行事費など実費徴収や上乗せ徴収する場合があります。  

 ※支給認定された保育必要量（保育短時間）の時間帯を超えて利用する場合は、 
別途延長保育料がかかることがあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


